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時 間 午前の部　午前８時45分～11時
午後の部　午後１時～４時

問税務課市民税係☎(28)5506
　各庁舎地域振興課
　表郷☎(32)2111／大信☎(46)2111／東☎(34)2112

会 場 白河地域　本庁舎５階 正庁
※正面駐車場、庁舎南側の立体駐車場をご利用
ください。

表郷地域　表郷庁舎３階 第４会議室
大信地域　大信庁舎２階会議室（大信保健センター）
東地域　　東農業技術センター（東庁舎隣り）

　市役所で申告が必要と思われる方に、１月下旬に案
内を送付しています。案内が届かない方でも、下のフ
ローチャートを参考に、申告が必要な場合は期間内に
お越しください。
　なお、市・県民税（住民税）の申告、所得税の確定
申告は、スマホから24時間いつでもできます。

令和８年１月１日現在、白河市に住民登録
がありましたか？

スタート申告が必要な方
⇒フローチャートを参考に　
　確認しましょう。

令和８年１月１日現在、住民登録が
あった市区町村に確認してください。

令和７年中にどんな収入がありましたか？

非課税収入のみ（遺族年金・障がい
年金・失業給付金など）

農業、営業、不動産、雑・一時所得
などがある（青色申告を除く）

収入なし 主に年金収入 主に給与収入

●
市
内
在
住
の
親
族
の
税
法
上
の
扶
養
に

　
な
っ
て
い
る

●
市
外
在
住
の
扶
養
親
族
の
税
法
上
の

　
扶
養
に
な
っ
て
い
る

●
税
法
上
の
扶
養
に
な
っ
て
い
な
い

●
年
金
収
入
の
み
で
１
４
８
万
円
以
下
　

　（
65
歳
未
満
は
98
万
円
以
下
）

●
年
金
収
入
が
４
０
０
万
円
以
下
で
、

　
ほ
か
の
所
得
が
20
万
円
以
下

●
年
金
収
入
以
外
の
所
得
が
20
万
円
を

　
超
え
る

●
１
か
所
か
ら
の
給
与
収
入
の
み
で
、

　
年
末
調
整
の
内
容
に
変
更
が
な
い

●
給
与
収
入
の
み
で
1
0
3
万
円
以
下

●
給
与
所
得
以
外
の
所
得
が
20
万
円
以
下

●
年
末
調
整
を
し
て
い
な
い

●
年
末
調
整
の
内
容
に
変
更
が
あ
る

●
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
の
支
払
い
を

　
受
け
た

●
給
与
収
入
が
２
千
万
円
を
超
え
る

●
給
与
所
得
以
外
の
所
得
が
20
万
円
を

　
超
え
る

●
所
得
金
額
よ
り
控
除
金
額
が
多
い

●
所
得
金
額
よ
り
控
除
金
額
が
少
な
い

1市・県民税（住民税）の申告、所得税の確定申告
　は不要です。
2市・県民税（住民税）の申告が必要です。所得税
　の確定申告は不要です。
※給与・年金から所得税が引かれ、還付になる場合
　は、所得税の確定申告が必要です。

※市・県民税（住民税）の申告のみの場合は、なる
　べく市役所で申告してください。
※給与所得や公的年金収入以外に、20万円以下の
　所得（不動産所得、個人年金収入など）がある場
　合は、市・県民税（住民税）の申告が必要です。
3所得税の確定申告が必要です。

1 2 2 2 211 3 33※ ※

2はい

いいえ

期 間

（土日祝日を除く）
２２ ５５ ３３ 1616月 月日㈭ 日㈪～

フローチャート結果

税の申告税の申告税の申告令和７年分令和７年分

※このフローチャートは一般的な事例です。当てはまらない事例や記載されていない事例もありますので、ご不明
　な点は税務課市民税係にお問い合わせください。

申告相談は当日の受付順で案内します。混雑状況により待ち時間が発生するため、事前予約が便利です。
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※税務署からの指導により、確定申告の方は
　e-Tax（電子申告）での受付となります。

※個人で営業・農業・不動産収入がある方や医療費控
　除を受ける方は、必ず帳簿や明細書を作成のうえ、
持参してください。整理していない方は、再来庁を
　お願いする場合があります。

申告に必要なもの ⇒▶共通　▶収入関係　▶控除関係から、該当するものを確認しましょう。

▶収入関係

□令和７年中の収入や経費をまとめた帳簿など
□令和７年分の源泉徴収票（給与・年金収入の方）

□上記以外の収入がある方は支払い額が分かるもの

▶共通

□本人の口座番号が分かるもの（通帳など）

□税務署からの確定申告に関するお知らせ（通知
　書含む）※送付があった方のみ

マイナンバーカード
例①

マイナンバー通知カード＋運転免許証などの身元確認書類
例②

※申告書にマイナンバーの記載と、身元確認書類
　（運転免許証・保険証など）の提示が必要とな
　ります。

□身元確認書類
□個人番号（マイナンバー）確認書類

□扶養親族の個人番号（マイナンバー）確認書類

※国民年金保険料の納付額証明書は、白河年金事
　務所で　交付してもらうことができます。
問白河年金事務所☎(27)4161

▶控除関係
□生命保険料（一般生命・個人年金・介護医療）、
　地震保険料の控除証明書

□令和７年中に納めた国民健康保険税、介護保
　険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、
　任意継続保険料納付の領収書など

□障がい者手帳・療育手帳など

※医療費控除とは、支払った医療費が戻る制度で
　はありません。市県民税が非課税になる場合や
　給与・年金などから所得税が引かれていない場
　合は、医療費控除を申告しても還付は発生しま
　せん。

□医療費控除の明細書
　医療費控除を受ける方は、事前に「人ごと・病
　院（薬局）ごと」に分け、明細書を作成のうえ
　提出してください。医療費控除を受ける場合、
　医療費などの領収書は５年間保存が必要です。

□寄附金（愛の基金・各団体への寄附など）の
　領収書
※ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けて
　いる方は、寄附金控除もあわせて申告が必要で
　す。

市に課税情報がないと不都合が生じます。収入状況を確認して、申告をしましょう。

申告をしないと… ◇課税証明書・非課税証明書の交付ができない
◇国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の軽減判定が受けられない
◇介護保険料が正しく算定されない など

注意

《確定申告はスマホからがおすすめです》《確定申告はスマホからがおすすめです》
　スマホとマイナンバーカードをお
持ちの方は、市・県民税（住民税）
の申告と所得税の確定申告がスマホ
でできます。
　混雑する申告会場に行く必要がないほか、時
間や場所を選ばないため、手軽に申告をするこ
とができます。
　詳しくは、市ホームページをご覧く
ださい。

《白河税務署では申告書作成会場を開設します》《白河税務署では申告書作成会場を開設します》
●期間　２月16日㈪～３月16日㈪（土日祝日を除く）
●時間　午前９時～午後４時
●会場　人材育成センター２階（中田）
会場では、ご自身のスマホで申告書などを作成して
いただきます。スマホとマイナンバーカードをお持ち
の方は、忘れずにご持参ください。
　なお、会場にお越しになる際には、LINEによる事
前予約をお願いします。
問白河税務署☎(22)7111（代表）
※音声案内で「２番」を選択してください。

▶スマホなど　市ホームページを確認のうえ、予約フォームより予約してください。
▶その他　　　税務課、各庁舎地域振興課窓口にお越しください。　※電話予約不可

申告相談は当日の受付順で案内します。混雑状況により待ち時間が発生するため、事前予約が便利です。事前予約



問▷登録手続きに関すること
　東北運輸局福島運輸支局登録部門☎050-5540-2015
▷納税通知書の送付先変更などに関すること
　県南地方振興局県税部課税課☎(23)1519
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お知らせ※情報は１月23日時点のものです。最新情報は、各問い合わせ先にご確認ください。

お知らせ
Ｎｅｗｓ

問白河市スポーツ協会事務局（市中央体育館）
　　　☎(29)8655

しらかわスポーツ祭2025
結果

　全21種の競技が行われ、115町内会から1,409
人の方が参加しました。

順位 町内会名 ポイント
１位 第一区 372.4P
２位 旭町 190.0P
３位 みさか 159.0P

●町内会ポイント総合順位

順位 町内会名 参加率
１位 第一区 13%
２位 南湖ニュータウン 12%
３位 三輪台、中田、旭町 10%

●参加率（町内会の人数に対する参加者数の割合）

（はいはい＆あんよレース）
（はいはい＆あんよレース）
（はいはい＆あんよレース）

（バドミントン）（バドミントン）

（自転車）（自転車）

問高齢福祉課高齢者支援係☎(28)5519

高齢者虐待の防止と高齢者虐待の防止と
相談窓口相談窓口

自動車の移転・抹消自動車の移転・抹消
手続き手続き

お知らせ
News

お知らせ
News

　高齢者虐待には、殴る・蹴るなどの身体的虐待だ
けでなく、怒鳴る・無視する、必要な受診をさせな
い、おむつ交換をしない、本人の年金や貯金を無断
で使用するなどがあります。
　介護負担が大きく、悩んでいる場合や、周囲に気
になる方がいる場合は、ぜひご相談ください。
●相談先
　お住まいの地域の学区により、相談先が異なります。

　自動車税種別割は、毎年４月１日午前０時現在で、
車検証に記載されている「所有者」または「使用者」
に課税されます。例年「所有していない自動車の納
税通知書が届いた」などの問い合わせが多く寄せら
れています。自動車の登録内容に異動（移転・変更
・抹消）がある場合は、３月末までに福島運輸支局
などで手続きを済ませましょう。

相談先 担当区域（学区）

高齢福祉課高齢者支援係
☎ (28)5519 市内全域

地域包括支援センター
☎ (21)0332

中央中（白一小・白三小）、
東北中

大信サブセンター
☎ (21)9565 大信中

西部地域包括支援センター
☎ (21)6032 白二中

東部地域包括支援センター
☎ (31)8889

中央中（関辺小・五箇小）、
南中、表郷中、東中詳しい結果▲

はこちら
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　令和８年二十歳の集いが開催されました。平成
17年４月２日から18年４月１日生まれの594名が
対象で、441名が参加しました。
式典では、齋

さ い

須
す

撞
と う

真
ま

さんと大
お お

谷
や

純
す み

怜
れ

さんが二十歳
の代表として「これまでの20年間の経験を生かし
て活気のある白河をつくっていきたい」と誓いの言
葉を述べました。

二十歳の集い

実行委員の皆さん実行委員の皆さん

　式典に参加できなかった対象者で「二十歳の証書」
の受け取りを希望する方は、生涯学習課にご連絡くだ
さい。
問生涯学習課生涯学習係☎(28)5542

　１月11日／コミネス大ホール
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